
 

 

全圧連発第 R060301 号 

令和 6 年 3 月 

   お得意様各位 
一般社団法人 全国コンクリート圧送事業団体連合会 

会長  佐 藤  隆 彦 

 
働き方改革に対応するコンクリート圧送作業時間への 

ご理解ご協力のお願い 
 

拝啓 建設元請業界の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は当連合会並びに会員企業に対して格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
私ども(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会（略称・全圧連）は、コンクリート圧

送工事業を主業とする中小企業 30 団体・489 社（2024 年 3 月現在）で組織し、コンクリー

ト圧送工事における安全施工と品質確保、労働災害の防止、技能者の技術・技能の向上と処

遇の改善に向けた事業に永年取り組んでおります。私どもが建設専門工事業の一翼を担う業

種として今日ございますことも、皆様のご支援ご高配の賜物と心より感謝申し上げます。 
 
さて、働き方改革関連法の施行により、中小建設業においても 2024 年 4 月から時間外労

働の罰則つき上限規制が課せられることとなります。 
会員各社が抱える工事の規模や地域の交通事情などにより時間外労働の実情はさまざまで

あり、また特別条項により繁忙期には月 100 時間未満の時間外労働も可能ではありますが、

「ひと月当たりの時間外労働が 45 時間を超えられる月は年 6 回まで」という上限をクリア

するためには、この 45 時間以内を毎月順守できるよう努めることが重要であると考えてお

ります。  
会員会社と現場間でのコンクリートポンプ車の回送時間を含んだ残業時間を 45 時間以内

に収める為に、施工計画等において特段のご配慮を賜りたくお願い申し上げます。 
 
つきましては、2024 年 4 月以降の新規物件からは、4 週 8 休を前提とした稼働を計画出来

る地域におきましては、 
 
圧送作業時間 ８時〜１５時（うち、昼休憩１２時〜１３時を含む）  

を標準作業時間とさせていただきたく存じます。  
 
また、4 月以降も土曜日の圧送作業が続く地域におきましては、4 週 6 休（土曜月 2 回の

稼働）を前提といたしまして、  
 
圧送作業時間 ９時〜１５時（うち、昼休憩１２時〜１３時を含む） 

を標準作業時間とさせていただきたく存じます。 
 

 私どもコンクリート圧送工事業者が法令を犯すことで皆様の現場に大きな影響を及ぼすこ

とがないよう、また、私どもの業界を若者が就職先として選んでくれるような労働環境を実

現させるためにも、施工計画等におきまして特段のご理解とご協力をいただきたく、改めて

お願い申し上げます。 



 

 

 
 私ども全圧連の会員企業は、良質のコンクリート構造物を提供するための皆様の良きパー

トナーとして、また社会資本の整備を担い安心・安全を提供する専門工事業者として今後も

努力していく所存でございます。 
 何とぞ事情をご賢察いただき、ご協力賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。 
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